
阿賀野市上下水道局告示第３号 

 

 地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第３３条の２の規定により、水

道料金等の収納事務を次のとおり委託したので、地方公営企業法施行令（昭和２

７年政令第４０３号）第２６条の４第１項の規定により告示する。 

 

 令和５年４月６日 

 

阿賀野市水道事業   

阿賀野市長  田 中 清 善 

 

 

１ 委託業務名   水道料金等コンビニエンスストア収納代行業務委託 

 

２ 委託期間    令和５年４月１日から令和６年３月３１日まで 

 

３ 委託する業務内容  

  使用者が持参した水道料金・下水道使用料納入通知書の指示に従い、受注者

が契約を締結する全国のコンビニエンスストア本部の直営店及びフランチャ

イズ加盟店を介して収納し、当該収納金を阿賀野市水道事業会計に振り込む

もの。 

 

４ 委託を受ける者 

          東京都港区港南一丁目８番２７号 

株式会社しんきん情報サービス 

代表取締役 古佐賀 正泰 
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